様式2-1号(第4条関係)

                                                                    色麻町指令第　　号

行政区
                                               　 氏　名　　　　　　　　　　　　様


  　　　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　年度色麻町生産調整等対策事業(大豆振興対策事業）補助金について、色麻町生産調整等対策事業補助金交付要綱第4条第2項の規定により下記の条件を付して金　　　　　　　　　円を交付する。


　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色麻町長

                                          記

(交付条件)
1　補助事業の内容を変更する場合においては、農業振興事業費補助金交付規則（昭和41年色麻町規則第3号。以下「補助金交付規則」という。）の規定により町長の承認を受けること。

2　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助金交付規則の規定により町長の承認を受けること。

[bookmark: _GoBack]3　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては速やかに町長に報告してその指示を受けること。
